
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固有の識別情報を有する内視鏡を備えた内視鏡装置と、
　院内をネットワーク化する院内ＬＡＮに接続された、前記内視鏡を洗浄する洗浄装置で
あって、
　前記内視鏡を洗浄する洗浄部と、
　前記洗浄部の洗浄工程を制御する洗浄制御手段と、
　当該洗浄装置により洗浄された内視鏡に係る所定の洗浄情報と当該内視鏡の固有の識別
情報とを関連づけた所定の洗浄情報通信データを生成する洗浄情報通信データ生成手段と
、
　前記洗浄情報通信データを出力する第１のデータ送信手段と、
　を備えた洗浄装置と、
　前記院内ＬＡＮに接続された、少なくとも前記内視鏡装置における内視鏡画像を記録可
能とする画像ファイリング装置であって、
　前記第１のデータ送信手段からの前記洗浄情報通信データを受信するデータ受信部と、
　前記データ受信部において前記第１のデータ送信手段からの前記洗浄情報通信データを
受信した際、当該洗浄情報通信データを参照して前記洗浄装置により洗浄された内視鏡に
係る複数の洗浄情報と当該内視鏡の固有の識別情報とを関連づけて所定の洗浄管理データ
を生成しまたは更新して生成する洗浄管理データ生成更新手段と、
　前記洗浄管理データを出力する第２のデータ送信手段と、
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　を備えた画像ファイリング装置と、
　前記院内ＬＡＮに接続された、少なくとも前記第２のデータ送信手段からの前記洗浄管
理データを受信して記録する記録手段を有すると共に前記院内ＬＡＮを制御するサーバと
、
　を具備したことを特徴とする内視鏡画像ファイリングシステム。
【請求項２】
　固有の識別情報を有する内視鏡を備えた内視鏡装置と、
　少なくとも前記内視鏡装置における内視鏡画像を記録可能とする画像ファイリング装置
と、
　前記画像ファイリング装置に接続可能であると共に、前記内視鏡を洗浄可能とする洗浄
装置と、
　を備え、
　前記洗浄装置は、
　前記内視鏡を洗浄する洗浄部と、
　前記洗浄部の洗浄工程を制御する洗浄制御手段と、
　当該洗浄装置により洗浄された内視鏡に係る所定の洗浄情報と当該内視鏡の固有の識別
情報とを関連づけた所定の洗浄情報通信データを生成する洗浄情報通信データ生成手段と
、
　前記洗浄情報通信データを前記画像ファイリング装置に送信するデータ送信手段と、
　を備え、
　前記画像ファイリング装置は、
　前記データ送信手段からの前記洗浄情報通信データを受信した際、当該洗浄情報通信デ
ータを参照して前記洗浄装置により洗浄された内視鏡に係る複数の洗浄情報と当該内視鏡
の固有の識別情報とを関連づけて所定の洗浄管理データを生成し記録し、または更新して
生成し記録する洗浄管理データ生成更新手段と、
　を備えた
　ことを特徴とする内視鏡画像ファイリングシステム。
【請求項３】
　前記画像ファイリング装置は、
　内視鏡の検査に関する予約内容を入力する検査予約入力手段と、
　前記検査予約入力手段による入力の際に、記録された前記洗浄管理データに基づき、当
該内視鏡に係る検査において利用予定の内視鏡が洗滌済みであるか否かを判定する判定手
段と、
　前記判定手段により洗滌済みと判断された場合は、前記検査予約に対して前記予約可能
な内視鏡を登録する登録手段と、
　を具備したことを特徴とする 記載の内視鏡画像ファイリングシステム。
【請求項４】
　前記画像ファイリング装置は、
　内視鏡の検査に関する予約内容を入力する検査予約入力手段と、
　前記検査予約入力手段による入力の際に、記録された前記洗浄管理データに基づき、当
該内視鏡に係る検査において利用予定の内視鏡が洗滌済みであるか否かを判定する判定手
段と、
　前記判定手段により未洗滌と判断された場合は、前記利用予定の内視鏡に対して洗浄の
予約を登録する洗浄予約登録手段と、
　を具備したことを特徴とする に記載の内視鏡画像ファイリングシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は内視鏡を洗浄する洗浄装置を有する内視鏡画像ファイリングシステムに関する。
【０００２】
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請求項２に

請求項２



【従来の技術】
細長の挿入部を体腔内等の被検部位に挿入して観察する内視鏡に撮像手段を備え、この撮
像手段で撮像した被検部位の画像つまり内視鏡画像をモニタに表示する内視鏡装置が従来
より利用されている。
【０００３】
また近年、内視鏡画像を記録する画像ファイリング装置を内視鏡装置に接続した内視鏡画
像ファイリングシステムが広く利用されている。
【０００４】
内視鏡画像ファイリングシステムは、内視鏡装置に備えられた内視鏡スイッチ例えばレリ
ーズスイッチを押すと、モニタに表示されている内視鏡画像の静止画像が画像ファイリン
グ装置に記録されるようになっている。
【０００５】
また、内視鏡画像ファイリングシステムは、内視鏡画像を記録するばかりでなく、記録し
た内視鏡画像に関する医師等の所見、患者の年齢や性別といった患者情報、内視鏡検査を
行った開始時刻・終了時刻等、内視鏡検査に関わる様々な情報を記録できるようになって
いる。
【０００６】
一方、内視鏡装置で使用される内視鏡は、その使用後に滅菌・洗浄する必要があり、最近
では洗浄装置にて、滅菌・洗浄工程をプログラミングすることで自動的に行うようになっ
てきている。なお、この種の洗浄装置では、上記のプログラミングを使用することなくマ
ニュアル設定にて洗浄することも可能となっている。また状況によっては看護婦等が洗浄
器具や薬品を使用して洗浄（以下、手洗浄）する場合もある。
【０００７】
また、内視鏡装置による内視鏡検査予約が可能な内視鏡画像ファイリングシステムがある
が、内視鏡検査予約では、患者、検査日時、使用検査室等の情報の他、検査に適した内視
鏡の情報等も予約情報の対象としている。
【０００８】
内視鏡装置に使用される内視鏡は、検査対象や検査内容により複数種類有り、内視鏡画像
ファイリングシステムを構築する病院等では、複数種類の内視鏡を複数本用意して検査予
約を行う場合が多い。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、内視鏡画像ファイリングシステムによる検査予約では、上述したように、
使用する内視鏡の情報も予約対象となるが、実際の検査において使用する際には内視鏡が
滅菌・洗浄されていなければ使用できず、従来は予約した内視鏡が滅菌・洗浄されている
かどうかは、その検査直前にしか判らず、仮に内視鏡が未洗浄の場合には、予約した内視
鏡と同種の内視鏡を探すか、あるいは未洗浄の内視鏡を洗浄する必要があり、予約を行っ
たにも関わらず、検査を効率的に行うことができないといった問題がある。
【００１０】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、内視鏡を確実に滅菌・洗浄し効率的に
内視鏡検査を行うことのできる内視鏡画像ファイリングシステムを提供することを目的と
している。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の
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第１の内視鏡画像ファイリングシステムは、固有の識別情報を有する内視鏡を
備えた内視鏡装置と、院内をネットワーク化する院内ＬＡＮに接続された、前記内視鏡を
洗浄する洗浄装置であって、前記内視鏡を洗浄する洗浄部と、前記洗浄部の洗浄工程を制
御する洗浄制御手段と、当該洗浄装置により洗浄された内視鏡に係る所定の洗浄情報と当
該内視鏡の固有の識別情報とを関連づけた所定の洗浄情報通信データを生成する洗浄情報
通信データ生成手段と、前記洗浄情報通信データを出力する第１のデータ送信手段と、を



【００１２】
　本発明の

【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について述べる。
【００１５】
図１ないし図１７は本発明の第１の実施の形態に係わり、図１は内視鏡画像ファイリング
システムの構成を示す構成図、図２は図１の内視鏡装置の構成を示す構成図、図３は図１
の画像ファイリング装置の構成を示すブロック図、図４は図１の洗浄装置の構成を示すブ
ロック図、図５は図３の画像ファイリング装置の画面構成の概要を説明する説明図、図６
は図３の画像ファイリング装置の操作の全体の流れの一例を説明するフローチャート、図
７は図４の洗浄装置の滅菌・洗浄工程の流れを説明するフローチャート、図８は図５の検
査情報編集画面を示す図、図９は図８の検査情報編集画面を用いた画像ファイリング装置
での検査予約の流れを説明するフローチャート、図１０は図９の処理時に表示される内視
鏡リストウインドウを示す図、図１１は図９の処理時に表示される新しい内視鏡を登録す
る内視鏡登録ウインドウを示す図、図１２は図９の処理時に表示される第１のメッセージ
ウインドウを示す図、図１３は図９の処理時に表示される第２のメッセージウインドウを
示す図、図１４は図９の処理時に表示される内視鏡洗浄履歴ウインドウを示す図、図１５
は図３の画像ファイリング装置による検査の流れを説明するフローチャート、図１６は図
９の処理時に表示される第３のメッセージウインドウを示す図、図１７は図５の検査実行
画面を示す図である。
【００１６】
図１に示すように、本実施の形態の内視鏡画像ファイリングシステム１は、内視鏡画像に
より内視鏡検査を行う内視鏡装置２と、この内視鏡装置２に接続され所望の内視鏡画像を
記録する画像ファイリング装置３と、内視鏡装置２で使用される内視鏡を滅菌・洗浄する
洗浄装置４から主に構成され、画像ファイリング装置３には種々のデータを入力したり設
定したりするためのキーボード５及びマウス６が設けられ、また洗浄装置４にはデータを
入力するためのキーボード７と例えば洗浄後に内視鏡に貼る洗浄済みのシール等を印刷す
るプリンタ８が設けられ、洗浄装置４は画像ファイリング装置３に洗浄情報を送信できる
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備えた洗浄装置と、前記院内ＬＡＮに接続された、少なくとも前記内視鏡装置における内
視鏡画像を記録可能とする画像ファイリング装置であって、前記第１のデータ送信手段か
らの前記洗浄情報通信データを受信するデータ受信部と、前記データ受信部において前記
第１のデータ送信手段からの前記洗浄情報通信データを受信した際、当該洗浄情報通信デ
ータを参照して前記洗浄装置により洗浄された内視鏡に係る複数の洗浄情報と当該内視鏡
の固有の識別情報とを関連づけて所定の洗浄管理データを生成しまたは更新して生成する
洗浄管理データ生成更新手段と、前記洗浄管理データを出力する第２のデータ送信手段と
、を備えた画像ファイリング装置と、前記院内ＬＡＮに接続された、少なくとも前記第２
のデータ送信手段からの前記洗浄管理データを受信して記録する記録手段を有すると共に
前記院内ＬＡＮを制御するサーバと、を具備したことを特徴とする。

第２の内視鏡画像ファイリングシステムは、　固有の識別情報を有する内視鏡
を備えた内視鏡装置と、少なくとも前記内視鏡装置における内視鏡画像を記録可能とする
画像ファイリング装置と、前記画像ファイリング装置に接続可能であると共に、前記内視
鏡を洗浄可能とする洗浄装置と、を備え、前記洗浄装置は、前記内視鏡を洗浄する洗浄部
と、前記洗浄部の洗浄工程を制御する洗浄制御手段と、当該洗浄装置により洗浄された内
視鏡に係る所定の洗浄情報と当該内視鏡の固有の識別情報とを関連づけた所定の洗浄情報
通信データを生成する洗浄情報通信データ生成手段と、前記洗浄情報通信データを前記画
像ファイリング装置に送信するデータ送信手段と、を備え、前記画像ファイリング装置は
、前記データ送信手段からの前記洗浄情報通信データを受信した際、当該洗浄情報通信デ
ータを参照して前記洗浄装置により洗浄された内視鏡に係る複数の洗浄情報と当該内視鏡
の固有の識別情報とを関連づけて所定の洗浄管理データを生成し記録し、または更新して
生成し記録する洗浄管理データ生成更新手段と、を備えたことを特徴とする。



ようになっている。
【００１７】
図２に示すように、内視鏡装置２は、体腔内に挿入し被検部位１１を撮像する内視鏡１２
と、内視鏡１２に照明光を供給する光源装置１３と、内視鏡１２からの撮像信号を信号処
理し内視鏡画像を生成する画像生成装置１４と、画像生成装置１４により生成された内視
鏡画像を表示するモニタ１５と、データを入力するキーボード１６等とから構成されてい
る。
【００１８】
内視鏡１２には、被検部位１１を照明する照明光を内視鏡１２の手元側から挿入部の先端
部分まで伝送するライトガイド１２ａが配設されており、ライトガイド１２ａの手元側は
光源装置１３に接続されている。挿入部の手元側の操作部内は書き換え可能な不揮発性メ
モリであるＥＥＰＲＯＭ１２ｂが設けられており、このＥＥＰＲＯＭ１２ｂには内視鏡の
個別情報である内視鏡ＩＤの他に書き換え可能に院内での管理番号が格納されている。
【００１９】
光源装置１３内には、照明光を発光するためのランプ等の発光手段１３ａが配設されてい
る。発光手段１３ａで発光された照明光は、集光光学系１３ｂにより集光され、ライトガ
イド１２ａに入射するようになっている。
【００２０】
集光光学系１３ｂの光路の途中には、モータ１３ｃで回転する赤色・緑色・青色（図中で
はＲ・Ｇ・Ｂと記している）の３つの光学フィルタ１３ｄが取り付けられた回転板が配置
されており、被検部位１１を照明する照明光の色を時分割で切り替えるようになっている
。
【００２１】
一方、内視鏡１２の挿入部の先端部内には、被検部位１１を撮像するための例えば固体撮
像素子であるＣＣＤ等で構成された撮像装置１２ｃが配設されている。
【００２２】
内視鏡１２はコネクタ１２ｅにより光源装置１３に接続され、さらにユニバーサルケーブ
ル１２ｆにより画像生成装置１４に接続される。ＥＥＰＲＯＭ１２ｂ及び撮像装置１２ｃ
はユニバーサルケーブル１２ｆを介して電気的に画像生成装置１４に接続されている。
【００２３】
撮像装置１２ｃで撮像された被検部位１１の画像信号は、画像生成装置１４内の画像処理
部１４ａに入力され、例えば色強調処理等の画像処理が施されて、画像メモリ１４ｂに次
々一時記憶される。
【００２４】
画像メモリ１４ｂに記憶された画像データはＤ／Ａ変換部１４ｃに入力されてＤ／Ａ変換
され、Ｄ／Ａ変換部１４ｃはＲＧＢ方式の画像信号を出力する。
【００２５】
画像処理部１４ａ、画像メモリ１４ｂ等は、画像生成装置１４内の各部を制御する制御手
段であるコントローラ１４ｄにより制御されて動作している。
【００２６】
Ｄ／Ａ変換部１４ｃから出力された画像信号は、後述するキャラクタジェネレータ１４ｅ
から出力された画像信号と合成回路１４ｆで合成され、合成回路１４ｆから出力されたＲ
ＧＢ方式の画像信号はモニタ１５に入力され、モニタ１５に被検部位の画像が表示される
ようになっている。この時、モニタ１５に供給する同期信号（図中ではＳＹＮＣと記して
いる）は、コントローラ１４ｄに制御される同期信号発生部１４ｇが発生している。
【００２７】
コントローラ１４ｄからは、文字情報がキャラクタジェネレータ１４ｅに入力され、キャ
ラクタジェネレータ１４ｅは、入力された文字情報を画像信号に変換して出力するように
なっている。つまり、モニタ１５の画面には、被検部位の画像に文字情報を合成して表示
できるようになっており、内視鏡装置２の使用者に各種メッセージを伝えることができる
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ようになっている。
【００２８】
合成回路１４ｆから出力された画像信号は、モニタ１５に出力されるばかりでなく、画像
ファイリング装置３でも表示できるように、画像ファイリング装置３に出力されるように
なっている。
【００２９】
一方、内視鏡１２には、画像を記録する指示を入力するためのレリーズスイッチ、内視鏡
検査の開始時点及び終了時点に押す開始・終了スイッチを含む内視鏡スイッチ１２ｄが配
設されており、コントローラ１４ｄは内視鏡スイッチ１２ｄの状態を検出することができ
るようになっている。
【００３０】
また、コントローラ１４ｄは、例えば公知のＲＳ－２３２Ｃ方式の通信インタフェース部
１４ｈを介して、画像ファイリング装置３と情報の送受をできるようになっている。
【００３１】
これにより、内視鏡装置２は、画像ファイリング装置３にスイッチ１２ｄの状態といった
内視鏡装置２の各種状態等を伝えることができるようになっている。また、画像ファイリ
ング装置３から各種メッセージを受け取ったり、受け取ったメッセージをキャラクタジェ
ネレータ１４ｅ等を介してモニタ１５上に表示することができるようになっている。
【００３２】
データ入力部１４ｉは、キーボード１６から入力されたデータや指示をコントローラ１４
ｄに入力するためのものである。また、キーボードインタフェース部１４ｊはキーボード
１６からの入力を検出するためのものである。
【００３３】
図３に示すように、画像ファイリング装置３は、各部を制御する主制御手段であるＣＰＵ
２１ａと、ＣＰＵ２１ａを動作させるプログラムやモニタ２２への表示メッセージ等が格
納されたＲＯＭ２１ｂと、ＣＰＵ２１ａの作業領域や各種データの一時記憶領域として使
用するＲＡＭ２１ｃと、モニタ２２へ出力する画像データを一時記憶するＶＲＡＭ２１ｄ
と、画像データや各種データを保存するハードディスク２１ｅと、ハードディスク２１ｅ
と公知のＳＣＳＩ方式でデータを送受するためのＳＣＳＩインタフェース部２１ｆ、マウ
ス６からの入力を検出するマウスインタフェース部２１ｇと、キーボード５からの入力を
検出するキーボードインタフェース部２１ｈと、内視鏡装置２及び洗浄装置４と各種デー
タを送受するための例えば公知のＲＳ－２３２Ｃ方式の通信インタフェース部２１ｉと、
内視鏡装置２から出力された画像信号を入力するインタフェース回路であるビデオ回路２
１ｊと、ビデオ回路２１ｊで入力した画像信号をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換部２１ｋと、
Ａ／Ｄ変換部２１ｋから出力された画像データを一時記憶する画像メモリ２１ｌ等とから
構成されている。
【００３４】
これらにより、画像ファイリング装置３は、内視鏡装置２で得た画像データをモニタ２２
に表示したり、ハードディスク２１ｅに記憶すること等ができるようになっている。
【００３５】
また、内視鏡スイッチ１２ｄの状態を得て、内視鏡スイッチ１２ｄの状態に応じてＣＰＵ
２１ａで処理を振り分けること等ができ、例えば、画像を記録したり、検査開始・終了時
刻を記録すること等ができるようになっている。また、画像ファイリング装置３からのメ
ッセージを内視鏡装置２に伝えることができるようになっている。
【００３６】
また、画像ファイリング装置３は、モニタ２２に表示される各種画面に従って、操作者が
キーボード５やマウス６からデータや指示を入力し、入力されたデータや指示に従ってＣ
ＰＵ２１ａが各部を制御し、処理を実行するようになっている。つまり、画像ファイリン
グ装置３は、モニタ２２に表示される画面の流れに従って各種処理を実行するようになっ
ている。

10

20

30

40

50

(6) JP 3791894 B2 2006.6.28



【００３７】
図４に示すように、洗浄装置４は、各部を制御する主制御手段であるＣＰＵ３１ａと、Ｃ
ＰＵ３１ａを動作させるプログラムやＬＣＤモニタ３２への表示メッセージ等が格納され
たＲＯＭ３１ｂと、ＣＰＵ３１ａの作業領域や各種データの一時記憶領域として使用する
ＲＡＭ３１ｃと、ＬＣＤモニタ３２へ出力する画像データを一時記憶するＶＲＡＭ３１ｄ
と、キーボード７からの入力を検出するキーボードインタフェース部３１ｈと、画像ファ
イリング装置３と各種データを送受するための例えば公知のＲＳ－２３２Ｃ方式の通信イ
ンタフェース部３１ｉと、プリンタ８にデータを出力するパラレルインタフェース部３１
ｊと、内視鏡を滅菌・洗浄する洗浄部３３を制御する洗浄制御部３１ｋ等とから構成され
ている。
【００３８】
図５を使用して、画像ファイリング装置３の画面構成の概要を説明する。
【００３９】
先ず、画像ファイリング装置３を起動すると、モニタ２２に操作者を認証するためのログ
イン画面４０が表示される。ログイン画面４０で操作者が認証されると、モニタ２２に検
査スケジュールの一覧等を表示するスケジュール一覧画面４１が表示される。
【００４０】
スケジュール一覧画面４１からは、患者情報の一覧を表示する患者一覧画面４２を呼び出
すことができるようになっている。この患者一覧画面４２からは、患者情報を新規に登録
したり、既に登録されている患者情報を編集するための患者情報編集画面４３を呼び出す
ことができるようになっている。
【００４１】
また、スケジュール一覧画面４１からは、検査情報を新規に登録して検査予約したり、既
に登録されている検査情報を編集するための検査情報編集画面４４を呼び出すことができ
るようになっている。
【００４２】
また、スケジュール一覧画面４１からは、内視鏡装置２と接続して検査を実行し、内視鏡
装置２から画像を取り込んだりするための検査実行画面４５を呼び出すことができるよう
になっている。
【００４３】
また、スケジュール一覧画面４１からは、取り込んだ画像の内、作成する検査レポートで
画像を選択したりするための画像選択画面４６を呼び出すことができるようになっている
。
【００４４】
また、スケジュール一覧画面４１からは、検査レポートを作成するための画面の１つであ
るレポート作成画面４７を呼び出すことできるようになっている。また、レポート作成画
面４７からは、異なる機能を有するレポート作成画面４８、４９へ遷移することができる
ようになっている。
【００４５】
次にこのように構成された本実施の形態の作用について説明する。
【００４６】
図６を使用して、画像ファイリング装置３の操作の全体の流れの一例を説明する。先ず、
画像ファイリング装置３を起動すると、ステップＳ１でログイン画面４０が表示され、こ
こで操作者の認証を行い、認証後にログインすると、ステップＳ２でスケジュール一覧画
面４１が表示され、検査スケジュールを確認する。
【００４７】
次に、検査対象の患者が新規の患者である場合、ステップＳ３で患者一覧画面４２及び患
者情報編集画面４３を呼び出して、患者情報を登録する。そして、ステップＳ４で検査情
報編集画面４４を呼び出し、新規の検査予約を入力する。
【００４８】
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次に、ステップＳ５で検査実行画面４５を呼び出し、画像ファイリング装置３に接続され
た内視鏡装置２で検査を実行し、内視鏡装置２で得た画像を画像ファイリング装置３に記
憶する。そして、ステップＳ６で、画像選択画面４６を呼び出し、検査実行で得た画像の
内作成する検査レポートで参照する画像を選択し、ステップＳ７でレポート作成画面４７
、４８、４９を呼び出し、検査レポートを作成する。以上が、操作の全体の流れの一例で
ある。
【００４９】
内視鏡装置２による内視鏡検査が行われ、その際に使用された内視鏡１２は洗浄装置４に
より滅菌・洗浄が行われる。
【００５０】
洗浄装置４では、使用した内視鏡１２を洗浄部３３に収納し洗浄制御部３１ｋにより滅菌
・洗浄が行われる。このとき、洗浄制御部３１ｋは、ＣＰＵ３１ａによる所定の洗浄プロ
グラムに基づいて内視鏡１２を滅菌・洗浄する。例えば、図７に示すように、ステップＳ
１１で、キーボード７より内視鏡の個別情報である内視鏡ＩＤを入力する。またはトラン
スポンダ等を使用することで内視鏡ＩＤを読み取ることで、ＣＰＵ３１ａが内視鏡ＩＤを
認識する。
【００５１】
次に、ステップＳ１２でＣＰＵ３１ａは所定のプログラムに従った洗浄・滅菌工程を開始
する。洗浄装置４はキーボード７やトランスポンダ等で取得した内視鏡ＩＤと共に洗浄・
滅菌工程を開始したという情報を画像ファイリング装置３へ送信する。画像ファイリング
装置３は該当する内視鏡の洗浄・滅菌開始時刻を後述する方法で登録された内視鏡ＩＤと
関連付けてデータベースに記録する。この洗浄・滅菌工程は、まず内視鏡１２の気密性を
確認するリーケージテストを行う。さらに、ステップＳ１３の洗浄工程、ステップＳ１４
の消毒工程、ステップＳ１５のすすぎ工程、ステップＳ１６の乾燥工程よりなり、ステッ
プＳ１７で洗浄・滅菌工程を終了する。
【００５２】
それぞれの工程でその工程を開始する情報、及び洗浄・滅菌工程を終了する情報が内視鏡
ＩＤと関連付けられて画像ファイリング装置３へ送信され、画像ファイリング装置３は該
当する内視鏡の各工程開始時刻、及び洗浄・滅菌工程の終了時刻を内視鏡ＩＤと関連付け
てデータベースに記録する。
【００５３】
または、ステップＳ１７で洗浄・滅菌工程を終了し、ステップＳ１８で各工程の開始時刻
、及び洗浄・滅菌工程の終了時刻を内視鏡ＩＤと関連付けて画像ファイリング装置３に送
信し処理を終了するようにしてもよい。画像ファイリング装置３はこの時点で該当する内
視鏡の各工程開始時刻、及び洗浄・滅菌工程の終了時刻を内視鏡ＩＤと関連付けてデータ
ベースに記録する。
【００５４】
一方、内視鏡画像ファイリングシステム１における内視鏡検査は、検査予約により画像フ
ァイリング装置３により管理される。この検査予約は、図８に示すような検査情報編集画
面４４（図５参照）により行われる。すなわち、図８に示す検査情報編集画面４４は、検
査情報レコードを新規登録したり更新するための画面であって、検査情報編集画面４４に
は、検査情報レコードに含まれる各データ項目を入力するための領域６１ａが配置されて
いる。
【００５５】
領域６１ａ内には、例えば検査室名を入力する入力欄６１ａａ、検査日を入力する欄６１
ａｂ、検査開始時刻を入力する欄６１ａｃ、検査終了時刻を入力する入力欄６１ａｄ、患
者の姓名を入力する入力欄６１ａｅ、検査に関わる医師や看護婦といった担当者の名前を
入力する入力欄を含む領域６１ａｇ、患者から検査承諾書を受け取った日付を入力する入
力欄６１ａｈ、検査に使用する内視鏡の型番等を入力する入力欄を含む領域６１ａｉ、診
断結果等を入力する入力欄６１ａｊ等が配置されている。
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【００５６】
検査情報編集画面４４内の下方には、クリックすると領域６１ａ内の情報を検査情報編集
画面４４が呼び出された時点の状態に戻すやり直しボタン６１ｃ、クリックすると検査情
報レコードを新規登録或いは更新し検査情報編集画面４４を終了する完了ボタン６１ｄ、
クリックすると検査情報レコードを新規登録も更新もしないで検査情報編集画面４４を終
了する中断ボタン６１ｅ等が配置されている。
【００５７】
検査情報編集画面４４では、入力欄６１ａｃに検査開始時刻を入力すると、予め画像ファ
イリング装置３に記録してある標準的な検査所要時間が加算されて検査終了時刻が見積も
られ、検査終了時刻が入力欄６１ａｄに自動的に入力されるようになっている。
【００５８】
ここで、検査情報編集画面４４を用いた検査予約の流れを図９に示すフローチャートに従
って説明する。
【００５９】
図９に示すように、ステップＳ２１でまず予約する検査日を入力し、ステップＳ２２で患
者ＩＤを入力する。次にステップＳ２３で入力された患者ＩＤが登録されているかどうか
判断し、登録されている場合にはステップＳ２４に進み、登録されていない場合にはステ
ップＳ２５に進む。
【００６０】
ステップＳ２５では患者氏名を入力し、その後ステップＳ２６で生年月日、ステップＳ２
７で付帯情報をそれぞれ入力して、ステップＳ２４に進む。
【００６１】
ステップＳ２４では、使用する検査室を入力する。そして、ステップＳ３３に進み、モニ
タ２２に図１０に示すような内視鏡リストウインドウ１００を表示する。ここにはすでに
登録されている内視鏡の一覧を表示する。内視鏡リストウインドウ１００は、新しい内視
鏡を追加するための追加ボタン１００ａ、登録されている内視鏡の登録内容を変更するた
めの編集ボタン１００ｂ、登録されている内視鏡を するための削除ボタン１００ｃが
配置されている。ステップＳ３４に進み、使用する内視鏡が登録されている場合、ステッ
プＳ２８で使用予定の内視鏡の内視鏡ＩＤをリストから選択して入力する。
【００６２】
使用する内視鏡が登録されていない、例えば新しい内視鏡を使用する場合、追加ボタン１
００ａをクリックして、図１１に示すような内視鏡登録ウインドウ１０５を開き、ステッ
プＳ３５で内視鏡の情報を入力して内視鏡リストに追加する。ここで、入力する情報は、
例えば内視鏡の型名、内視鏡ＩＤ、検査タイプ、院内管理番号等である。登録が終わると
ステップＳ２８に進み、新たに追加した内視鏡の内視鏡ＩＤをリストから選択して入力す
る。
【００６３】
そして、ステップＳ２９でデータベースを参照してリストから選択された内視鏡が洗浄済
みかどうか判断する。この洗浄済みかの判断は、まず各内視鏡毎に前述の方法で記録され
た最新の洗浄・滅菌工程の終了時刻を読み取り、後述の方法で記録される

最新の検査の検査開始時間を読み取る。最新の洗浄・滅菌工程の終了時刻が最新の
検査の検査開始時間より後の場合、この内視鏡は洗浄済みであると判断され、ステップＳ
３０に進む。最新の洗浄・滅菌工程の終了時刻が最新の検査の検査開始時間より先の場合
、この内視鏡は未洗浄であると判断され、ステップＳ３１に進む。
【００６４】
そして、ステップＳ３１ではモニタ２２に図１２に示すような第１のメッセージウインド
ウ１０１を表示することにより、他の内視鏡を選択するかどうかを判断し、他の内視鏡を
選択する場合はステップＳ３３に戻り、以降同様な処理を経て、ステップＳ２９で洗浄済
みと判断されると、ステップＳ３０へ進む。このまま内視鏡を使用する場合はステップＳ
３２で図１３に示すような第２のメッセージウインドウ１０２を表示することにより、洗
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浄日時を指定した後、ステップＳ３０に進む。
【００６５】
そして、ステップＳ３０で検査医師名を入力し予約処理を終了する。
【００６６】
このようにして画像ファイリング装置３では、種々の予約データをデータベース化してハ
ードディスク２１ｅに保存する。
【００６７】
なお、このデータベース化されたデータは、上記の予約データの他に洗浄装置４から送信
されてきた洗浄・滅菌工程に関する情報を含み、内視鏡１２の洗浄・滅菌状態が１元的に
管理できるようになっている。つまり、画像ファイリング装置３では、内視鏡１２の洗浄
・滅菌状態を、図１４に示すような内視鏡洗浄履歴ウインドウ１０３により、洗浄日、洗
浄開始時間、洗浄終了時間、内視鏡の種別を示すスコープタイプ、内視鏡の管理番号、洗
浄装置４のシリアル番号、洗浄プログラム、付帯情報（説明）等により一元的に管理
、さらに洗浄プログラムの工程も時分割で認識できるようになっている。
【００６８】
そして、検査情報編集画面４４で予約されて、内視鏡画像ファイリングシステム１におい
て内視鏡検査を行う際は、図１５に示すように、ステップＳ４１で内視鏡装置２との通信
が可能かどうかを判断する。すなわち、内視鏡装置がシステムに接続されているかどうか
を判断する。内視鏡装置２との通信が可能でない場合はステップＳ６０に進み終了処理を
実行し処理を終了する。
【００６９】
そして、内視鏡装置２と通信可能となると、ステップＳ４２でハードディスク２１ｅを検
索しモニタ１５に患者情報を表示する。そして、ステップＳ４３で画像生成装置１４に接
続されている内視鏡１２のＥＥＰＲＯＭ１２ｂから内視鏡ＩＤを取得し、ステップＳ５４
でこの内視鏡１２がデータベースに登録されているか確認する。内視鏡１２がデータベー
スに登録されている場合はステップＳ４４に進む。内視鏡１２がデータベースに登録され
ていない場合はステップＳ５５に進み、前述の検査予約のステップＳ３５と同様の作用に
より、この内視鏡をデータベースに登録する。このとき、内視鏡の型名と内視鏡ＩＤは自
動的に登録される。この内視鏡は洗浄情報が無いため未洗浄と見なされ、ステップＳ４６
へ進む。
【００７０】
ステップＳ４４では取得した内視鏡ＩＤの内視鏡が洗浄済かどうかを、前述の検査予約時
の動作と同様に、ハードディスク２１ｅ上に記録された最新の検査の検査開始時間と最新
の洗浄・滅菌工程の終了時刻から判断する。
【００７１】
ステップＳ４４において取得した内視鏡ＩＤの内視鏡が洗浄済みと判断された場合はステ
ップＳ４９に進み、ステップＳ４４において取得した内視鏡ＩＤの内視鏡が未洗浄と判断
された場合はステップＳ４６に進む。
【００７２】
ステップＳ４６では、接続された内視鏡が未洗浄と判断されたため、図１６に示すような
第３のメッセージウインドウ１０４を表示し、メッセージウインドウ１０４により他の内
視鏡を選択するかあるいは手動で洗浄（手洗浄）するかを判断し、ステップＳ４７で他の
内視鏡を選択する場合は画像生成装置１４の電源を落とし、他の内視鏡と差し替えた後、
画像生成装置１４の電源を再び入れ、ステップＳ４１に戻る。また、画像生成装置１４に
接続された内視鏡が洗浄装置４を用いずに手動で洗浄・滅菌が行われたことが確認できた
場合は、ステップＳ４８でメッセージウインドウ１０４により「手動で洗浄」を選択し、
ステップＳ４９に進み、他の内視鏡の選択あるいは手動での洗浄（手洗浄）のいずれをも
選択しない場合はステップＳ６０に進み終了処理を実行し処理を終了する。
【００７３】
図１７に示す検査実行画面４５は、内視鏡装置２を使用した検査を実行する際に、画像フ
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ァイリング装置３側で操作する画面である。
【００７４】
検査実行画面４５内には、内視鏡装置２で撮像している画像つまり内視鏡装置２のモニタ
１５に表示されている画像と同じ画像を表示する内視鏡画像表示エリア７１ａが配置され
ている。
【００７５】
内視鏡装置２で撮影した画像は、内視鏡装置２の画像生成装置１４から出力され、画像フ
ァイリング装置３のビデオ回路２１ｊで受け取られ、画像ファイリング装置３に伝えられ
ている。
【００７６】
検査実行画面４５内の下方には、検査の開始を画像ファイリング装置３に伝えるための検
査開始ボタン７１ｂ、検査の終了を画像ファイリング装置３に伝えるための検査終了ボタ
ン７１ｃ、クリックした時点の画像を画像ファイリング装置３に記録するための画像記録
ボタン７１ｄ、検査実行中に検査情報を参照するための検査情報参照画面を呼び出すボタ
ン７１ｅ、検査実行中に患者情報を参照するための患者情報参照画面を呼び出すボタン７
１ｆ、検査実行画面４５を終了するための終了ボタン７１ｇ等が配置されている。
【００７７】
検査実行画面４５内には、画像記録ボタン７１ｄをクリックして記録された複数の画像の
サムネイル画像つまり間引きして寸法を縮小した画像を表示するサムネイル画像表示エリ
ア７１ｈが配置されている。
【００７８】
検査開始ボタン７１ｂ及び検査終了ボタン７１ｃをクリックした時点の時刻は、それぞれ
検査開始時刻及び検査終了時刻として画像ファイリング装置３に記録されるようになって
いる。
【００７９】
検査開始ボタン７１ｂ、検査終了ボタン７１ｃ、画像記録ボタン７１ｄを操作する代わり
に、内視鏡スイッチ１２ｄを使用しても同様の操作を行うことができるようになっている
。この際、内視鏡スイッチ１２ｄからの信号は、内視鏡装置２内の通信インタフェース部
１４ｈ、画像ファイリング装置３内の通信インタフェース部２１ｉを介して、画像ファイ
リング装置３に伝えられている。
【００８０】
一方、内視鏡装置２と画像ファイリング装置３との間の情報の伝送は、内視鏡装置２から
画像ファイリング装置３に対してばかりでなく、画像ファイリング装置３から内視鏡装置
２に対しても行われる。
【００８１】
図１５に戻り、ステップＳ４９では、内視鏡スイッチ１２ｄの検査終了スイッチ（あるい
は検査終了ボタン７１ｃ）が押されたかどうか判断し、検査終了スイッチが押された場合
には処理を終了し、検査終了スイッチが押されていない場合にはステップＳ５０に進む。
ステップＳ５０で検査開始スイッチ（あるいは検査開始ボタン７１ｂ）が押されたかどう
か判断し、検査開始スイッチが押されていない場合にはステップＳ４９に戻り、検査開始
スイッチが押された場合にはステップＳ４５に進み、内視鏡装置２はステップＳ４３で取
得した内視鏡ＩＤと共に検査を開始したという情報を画像ファイリング装置３へ送信する
。画像ファイリング装置３は検査開始時刻を該当する内視鏡と関連付けてデータベースに
記録し、ステップＳ５１へ進む。
【００８２】
ステップＳ５１では、内視鏡スイッチ１２ｄのレリーズスイッチ（あるいは画像記録ボタ
ン７１ｄ）が押されたかどうか判断し、レリーズスイッチが押された場合にはステップＳ
５２で画像を記録しステップＳ５１に戻り、レリーズスイッチが押されていない場合には
ステップＳ５３で内視鏡スイッチ１２ｄの検査終了スイッチ（あるいは検査終了ボタン７
１ｃ）が押されたかどうか判断し、検査終了スイッチが押された場合にはステップＳ６０
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に進み、ステップＳ４３で取得した内視鏡ＩＤと共に検査を終了したという情報を画像フ
ァイリング装置３へ送信し、終了処理を実行し処理を終了する。画像ファイリング装置３
は検査終了時刻を該当する内視鏡と関連付けてデータベースに記録する。検査終了スイッ
チが押されていない場合にはステップＳ５１に戻る。
【００８３】
このように本実施の形態によれば、洗浄装置４からの情報により内視鏡１２の洗浄・滅菌
状態を１元的に管理するので、予約時に使用予定の内視鏡が洗浄済かどうかが判断でき、
また予約時に使用予定の内視鏡が未洗浄の場合には予約日時までに洗浄を終了させるため
に洗浄予約が可能であるので、検査時までに、確実に指定した内視鏡を滅菌・洗浄するこ
とができ、内視鏡検査を効率的に実行できる。
【００８４】
また、予約時から検査時までの間で仮に使用予定の内視鏡が他の検査で使用され、検査時
において使用する内視鏡が未洗浄状態にあったとしても、洗浄装置４からの情報により、
該内視鏡が未洗浄であることを確実に認知できるので、未洗浄の内視鏡を手洗浄により洗
浄するか、あるいは他の内視鏡 代えるかを容易に判断できると共に、予約時から検査時
までの間で使用予定の内視鏡を他の検査で使用でき、内視鏡検査を効率的に実行できる。
【００８５】
さらに、内視鏡洗浄履歴ウインドウにより内視鏡の使用頻度等が確認できるため、使用回
数が多い内視鏡の検査・修理情報として利用できるばかりでなく、複数ある内視鏡の使用
頻度を平均化でき、内視鏡を効率的に使用することが可能となる。
【００８６】
図１８は本発明の第２の実施の形態に係る内視鏡画像ファイリングシステムの構成を示す
構成図である。
【００８７】
　

【００８８】
本実施の形態では、図１８に示すように、院内に構築された院内ＬＡＮ（ローカルエリア
ネットワーク）１２０に接続された内視鏡画像ファイリングシステムであって、院内ＬＡ
Ｎ１２０には、複数の画像ファイリング装置３及び洗浄装置４が接続され、サーバ１２１
によりこれら装置が管理されるようになっている。
【００８９】
画像ファイリング装置３には内視鏡装置２が接続可能となっており、内視鏡装置２により
得られた内視鏡画像が画像ファイリング装置３に記録保存できるようになっている。
【００９０】
サーバ１２１は、大容量記録装置１２２に対して複数の画像ファイリング装置３に記録保
存された内視鏡画像を例えば非可逆／可逆圧縮して記録保存すると共に、内視鏡画像に関
する患者情報や検査情報、予約情報等の管理データをデータベース化して常に更新した状
態で記録する。また、洗浄装置４からの滅菌・洗浄に関する情報もデータベース化して常
に更新した状態で大容量記録装置１２２に記録するようになっている。
【００９１】
本実施の形態では、画像ファイリング装置３より検査予約時に予約情報を入力すると、院
内ＬＡＮ１２０を介してサーバ１２１により大容量記録装置１２２のデータベースを検索
する。この結果、使用予定の内視鏡の最新の洗浄状態を認知する。
【００９２】
また検査時においても、院内ＬＡＮ１２０を介してサーバ１２１により大容量記録装置１
２２のデータベースを検索することで、最新の内視鏡の洗浄状態を認知可能となっている
。
【００９３】
　このように本実施の形態においても、第１の実施の形態と同じ効果を得ることができ、
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さらには、院内ＬＡＮ１２０を用いて内視鏡画像を管理しているので、他の医療画像情報
、例えば超音波画像やＣＴ画像  、 ＲＩ画像等を患者情報等に基づいて１元的にサーバ
１２１にて管理することが可能となる。
【００９４】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、内視鏡を確実に滅菌・洗浄し効率的に内視鏡検査を
行うことができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡画像ファイリングシステムの構成を示す
構成図
【図２】図１の内視鏡装置の構成を示す構成図
【図３】図１の画像ファイリング装置の構成を示すブロック図
【図４】図１の洗浄装置の構成を示すブロック図
【図５】図３の画像ファイリング装置の画面構成の概要を説明する説明図
【図６】図３の画像ファイリング装置の操作の全体の流れの一例を説明するフローチャー
ト
【図７】図４の洗浄装置の滅菌・洗浄工程の流れを説明するフローチャート
【図８】図５の検査情報編集画面を示す図
【図９】図８の検査情報編集画面を用いた画像ファイリング装置での検査予約の流れを説
明するフローチャート
【図１０】図９の処理時に表示される内視鏡リストウインドウを示す図
【図１１】図９の処理時に表示される新しい内視鏡を登録する内視鏡登録ウインドウを示
す図
【図１２】図９の処理時に表示される第１のメッセージウインドウを示す図
【図１３】図９の処理時に表示される第２のメッセージウインドウを示す図
【図１４】図９の処理時に表示される内視鏡洗浄履歴ウインドウを示す図
【図１５】図３の画像ファイリング装置による検査の流れを説明するフローチャート
【図１６】図１４の処理時に表示される第３のメッセージウインドウを示す図
【図１７】図５の検査実行画面を示す図
【図１８】本発明の第２の実施の形態に係る内視鏡画像ファイリングシステムの構成を示
す構成図
【符号の説明】
１…内視鏡画像ファイリングシステム
２…内視鏡装置
３…画像ファイリング装置
４…洗浄装置
５…キーボード
６…マウス
１２…内視鏡
１２ｄ…内視鏡スイッチ
１３…光源装置
１４…画像生成装置
１４ａ…画像処理部
１４ｂ…画像メモリ
１４ｃ…Ｄ／Ａ変換部
１４ｄ…コントローラ
１４ｅ…キャラクタジェネレータ
１４ｆ…合成回路
１４ｈ…通信インタフェース部
１５…モニタ
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２１ａ、３１ａ…ＣＰＵ
２１ｄ、３１ｄ…ＶＲＡＭ
２１ｅ…ハードディスク
２１ｉ、３１ｉ…通信インタフェース部
２１ｊ…ビデオ回路
２１ｋ…Ａ／Ｄ変換部
２１ｌ…画像メモリ
２２…モニタ
３１ｋ…洗浄制御部
３２…ＬＣＤモニタ
３３…洗浄部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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摘要(译)

要解决的问题：安全地消毒和清洁内窥镜以进行内窥镜检查。解决方案：内窥镜图像归档系统1主要包括用于基于内窥镜图像执行
内窥镜检查的内窥镜装置2，连接到内窥镜装置2以用于记录所需内窥镜图像的图像归档装置3，以及用于消毒和清洁的清洁装置4。
清洁内窥镜装置2中使用的内窥镜。图像归档装置3具有用于输入和设置各种数据的键盘5和鼠标6，并且清洁装置4还具有用于输入
数据的键盘7和用于打印的打印机8。例如，密封指示内窥镜已被清洁，粘贴在清洁的内窥镜等上。清洁装置4可将清洁信息传送到
图像归档装置3。
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